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登録の手順が不明な方
はお気軽に事務局にお
尋ねください。

互助会新年会は盛会裏に終了！

　令和6年1月24日(水)11時より渡部副会長の開
会のことばで始まり、大堀互助会長のあいさつ
ではインボイス制度やフリーランス法への対応
課題が提起されました。
　ひき続きご来賓の会津美里町長 杉山純一様、
福島県議会議員 山内長様からごあいさつを賜り
ました。
　豪華な御膳に温泉、カラオケで盛り上がり
普段はあまり話したことがない方との交流が深
まったりと、4年ぶりの新年会は盛会裏に終了
しました。

会場：にんじん湯（新鶴）

��2⽉♥ミセス倶楽部「⽂殊祭⾒学」
日時：2月25日（日）
　　　10：30～
場所：文殊祭見学後ランチ
（日曜につき「あやめ荘」は休館）

シルボンヌの皆さん！
ミセス倶楽部に参加しませんか？
ミセス倶楽部では、楽しい催物を
企画しています。



事務局だより�2024 2⽉号 【重要】会員の皆さまへ

①会員とセンターの関係

契約変更の見直しによる現行との変更点

形式的には発注者と会員との
間で契約関係が生じることに
なりますが、実務面では現在
と変わるところはありませ
ん。センターは現在と同じよ
うに発注者と会員の間に入り
調整を行い対応しますので、
今までどおり安心して仕事に
ついてください。

②業務仕様書への同意
今後は原則として就業を予定する会員に対して、業務
の内容や報酬の額などをお示しします。（口頭説明含
む）そのうえで、当該業務をうけるかどうか判断いた
だき、同意いただくことになります。同意いただくこ
とで発注者との間に契約関係が成立することになりま
す。
なお、発注者が事業者の場合は、就業前に業務内容や
報酬の額などを記載した「会員業務仕様書」を書面ま
たは電磁的方法により明示することとなります。

③デジタル化による
対応について
会員への「会員業務仕様
書」の明示について、来
所による手渡しや郵送等
では、時間や事務負担が
かかり非効率となりま
す。
そのためセンターでは
「会員業務仕様書」の内
容をスマートフォン等で
会員が自ら確認できるよ
うなデジタル明示の仕組
みを進めています。すで
にスマートフォンに慣れ
親しんでいる会員におか
れましては、できるだけ
デジタル明示を可能とす
るシステム登録をお願い
する予定です。

④報酬の扱いについ
て
配分金については、これ
までと同様「雑所得」と
して扱われます。また、
所得金額の計算に際し
て、「家内労働者等の必
要経費の特例」が適用さ
れ、必要経費として55万
円まで認められることに
ついても現行と変わりま
せん。

会員＝フリーランス(個⼈事業主)です


